
別冊 2 

 

労働者派遣基本契約書（案） 

 

 

独立行政法人日本貿易振興機構（以下「甲」という。）と ●●（以下「乙」という。）

は労働者派遣業務（以下「本業務」という。）の基本事項に関して次のとおり契約す

る。 

 

（目的） 

第１条 本契約は、乙が、労働者派遣法及び本契約に基づき、乙の雇用する労働者

（以下「派遣労働者」という。）を派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令し

て業務に従事させることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 本契約に定める事項は、特に定めのない限り、本契約の有効期間中、甲乙

間において別途締結する個別労働者派遣契約（以下「個別契約」という。）

について適用する。 

 

（個別契約） 

第３条 甲及び乙は、乙が甲に労働者派遣を行う都度、本契約に基づき個別契約を

締結する。当該個別契約には、労働者派遣法の定めに基づき、派遣労働者

の従事する業務内容、就業場所、就業期間、その他の必要な事項について

規定するものとし、原則として人材派遣管理システム（「ｅ－ｓｔａｆｆ

ｉｎｇ」）上で締結することとする。 

 

（派遣料金） 

第４条 甲は乙に対し、本契約に基づく労働者派遣の対価として個別契約に定める

派遣料金を次の支払い条件で支払うものとする。 

 一 労働基準法に定める１日８時間又は１週４０時間の法定労働時間を

超える超過勤務時間及び２２時以降翌朝５時まで（以下「深夜」とい

う。）の勤務時間に関する派遣料金は次のとおり計算する。 

超過勤務時間は２５％の割増しとし、労働基準法に基づく法定休日勤

務時間は３５％の割増しとする。深夜の勤務時間は２５％の割増しと

する。また、超過勤務時間又は法定休日勤務時間が深夜にかかる場合

には、当該深夜の勤務時間についてはそれぞれの勤務時間ごとに定め

る割増率に２５％を加算した割増率で派遣料金を計算する。また、１

カ月間の超過勤務時間が６０時間を超えた場合は、２５％加算した割

増率で派遣料金を計算する。また、出張・外出に伴う移動時間に関す

る派遣料金については別途定める。 

二 派遣料金算定の際、円未満の端数が生じたときには、これを切り捨て

とし、派遣料金に消費税及び地方消費税率を乗じた際に円未満の端数



 

 

が生じたときには、これを切り捨てるものとする。 

三 勤務時間は、５分単位で計算し端数は切り捨てとする。 

四 派遣料金の支払いは、乙が翌月１０日までに前月分を甲に請求し、甲

は翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払

うものとする。 

五 派遣料金は、契約期間中といえども経済情勢の著しい変動があったと

きは、甲乙協議のうえ改定することができる。 

 

（規則の遵守） 

第５条 乙の派遣労働者は、甲の行動憲章および倫理規程を遵守しなければならな

い。 

２ 乙の派遣労働者は、業務遂行のため甲の施設に入る場合には、甲の定める

就業上の諸規則を遵守しなければならない。 

 

（施設等の立ち入り及び利用） 

第６条 乙及び乙の派遣労働者は、甲の施設立ち入り及び利用については、甲所定

の手続方法に従うものとする。 

 

（派遣先責任者） 

第７条 甲は、自己の雇用する職員の中から、部署ごとに派遣先責任者を選任する

ものとする。派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個

別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業確保のための措置

を講じなければならない。 

 

（派遣元責任者） 

第８条 乙は、自己の雇用する職員の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任す

るものとする。派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措

置を講じなければならない。 

 

（指揮命令者） 

第９条 甲は、自己の雇用する職員の中から、就業場所ごとに指揮命令者を選任す

るものとする。指揮命令者は、業務の処理について、個別契約に定める事

項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのな

いよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、

業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。 

 

（適正な就業条件の確保） 

第１０条 乙は、甲が派遣労働者に対し、個別契約に定める労働を行わせることによ

り、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、

休日、労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就



 

 

業規則を定め、派遣労働者に対し適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等

に従って職場の秩序・規律・秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣

労働者を教育、指導しなければならない。 

 

（適正な労働者の派遣義務） 

第１１条 乙は、本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、知識、技術、技

能、健康、経験等があり、派遣就業の目的を達する適正な労働者を甲に派

遣しなければならない。 

２ 甲は、派遣労働者が前項の目的達成に必要な要件を欠いていると認めたと

きは、代替人員の派遣を求めることができる。派遣労働者が当該要件を欠

くに至った場合も同様とする。 

 

（派遣労働者の交代） 

第１２条 乙は、前条に定める要件欠落、派遣労働者の病気、事故その他の事由によ

り派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合は、直ちにその欠員

の補充を行わなければならない。 

ただし、甲は業務の継続性及び効率性を確保する観点から代替人員の派遣

を求めない場合がある。 

２ 乙は、乙の都合により派遣労働者を交代する場合には、原則として交代す

る日の３０日前までに甲に連絡するものとする。 

３ 前２項にかかわらず、乙が交替のスタッフを派遣できないときは、甲は個

別契約を解約することができる。 

 

（苦情処理） 

第１３条 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、お互いに協

力して迅速な解決に努めなければならない。 

２ 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず 

派遣労働者に通知しなければならない。 

３ 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派 

遣労働者から申し出を受けた苦情の処理、方法、甲乙間の連絡体制を定め

るものとする。 

 

（派遣労働者の個人情報の保護） 

第１４条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第

３５条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の

業務遂行能力に関する情報に限るものとする。但し、利用目的を示して

当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において法令上許さ

れている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。 

２ 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報を正当な理由なく第三 

者に漏えいしてはならない。 



 

 

３ 甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならな 

い。 

 

（秘密保持） 

第１５条 乙は、派遣業務の遂行により知り得た甲及び甲の取引先の業務上の秘密を

第三者に開示、漏えい又は不正に利用してはならない。 

２ 乙は派遣業務の遂行により知り得た甲の役員・職員等及び取引先の個人情 

報について第三者に開示、漏えい又は不正に利用してはならない。 

３ 乙は、前二項により乙が負担する義務と同等の義務を乙の派遣労働者に課 

し、かつ、この義務を遵守させなければならない。本秘密保持義務は、本

契約又は個別契約終了後も存続する。 

４ 本秘密保持義務遵守のため、甲は乙を通じ乙の派遣労働者に、甲に対する 

守秘義務履行の確認書（別紙１）の提出を求めることができる。 

 

（安全衛生等） 

第１６条 甲及び乙は、派遣労働者の業務上災害、通勤災害については甲乙緊密な連

絡を取り、協力の上適正迅速に処理するものとする。 

２ 甲及び乙は、労働安全衛生法等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の安 

全衛生等の確保に努めるものとする。 

３ 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲 

に派遣しなければならない。 

４ 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うととも 

に、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第１７条 甲又は乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対して

その損害を賠償する義務を負う。 

２ 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、も 

しくは故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償

責任を負うものとする。但し、その損害が、甲が使用する者の派遣労働者

に対する指揮命令により生じたと認められる場合は、この限りではない。 

３ 前項の場合において、その損害が派遣労働者と甲の使用する者との双方に 

起因するときは、甲乙協議して損害の負担割合を定めるものとする。 

 

（災害補償） 

第１８条 本契約の遂行に当たり、乙の派遣労働者の業務上の災害補償は乙が行うも

のとし、乙は、補償に必要な保険に加入しなければならない。 

 

（権利・義務の譲渡） 

第１９条 甲及び乙は、事前の書面等による相手方の同意を得ない限り、本契約によ



 

 

り生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 

 

（契約の解除） 

第２０条 甲又は乙は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他の関係法令又は

本契約若しくは個別契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相

当な期間内に是正がないときは、契約の全部又は一部を解除することが

できる。 

２ 甲乙いずれかにおいて次の各号の一に該当し、又は本契約及び個別契約を

存続するに足る信頼関係を破壊する行為があったときには、その相手方は

何ら催告することなく本契約及び個別契約の全部若しくは一部を解除す

る。 

一 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押

を受けたとき。 

二 他の債務のため強制執行（仮差押を含む）を受け、又は破産手続開始、

民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始、競売、そ

の他これに準ずる裁判上の手続きの申立て又は任意整理手続きがな

されたとき。 

三 事業（業務）を停止若しくは廃止し、又は事業譲渡、組織変更、解散、

合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき。 

四 監督官公庁より、許可の取消、登録の取消、事業（業務）停止その他

の処分を受けたとき。 

五 小切手又は手形の不渡りを一回でも発生させたとき。 

六 甲が本契約に定める派遣料金の支払いを怠ったとき。 

七 前号を除く本契約又は個別契約に基づく債務を履行せず、相手方から

相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に

履行しないとき。 

八 財産状態が悪化する等、債務の履行を困難とする相当な事実があると

相手方が認めたとき。 

３ 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げないものとする。 

 

（契約の失効） 

第２１条  天災地変その他甲乙いずれかの責にも帰せられない事由により契約の継

続が不可能になった場合は、契約は失効するものとする。 

 

（派遣契約の中途解除） 

第２２条 甲は、契約の解除を行おうとする日の少なくとも３０日前に、乙にその旨

を予告しなければならない。 

 

（就業機会の確保） 

第２３条 乙は、個別契約期間が満了する前に派遣労働者の派遣を取りやめる場合に



 

 

おいては、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 

 

（有効期間） 

第２４条 本契約の有効期間は、２０１６年６月２０日より２０１７年３月３１日ま

でとする。但し、本契約期間満了の１カ月前までに、甲乙いずれからも

契約終了の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で１年間更新する

ものとし、以降も同様とする。 

２ 本契約が有効期間満了又は解除により終了した場合も、すでに契約した個 

別契約については、別段の意思表示のない限り、当該個別契約で定める期

間有効に存続するものとする。 

 

（契約の公表） 

第２５条 乙は、本契約における商号又は名称、住所、契約名称、契約金額及び契約

締結日につき公表されることに同意するものとする。 

２ 甲において役員を経験した者が乙に再就職している又は甲において課長

相当職以上の職を経験した者が役員等として乙に再就職している場合で、

かつ、甲との間の取引高が総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めて

いる場合には、乙は、前項に掲げる事項に加えて、次に揚げる事項につき

公表されることに同意するものとする。 

一 再就職者の人数、職名及び甲における最終職名 

二 甲との間の取引高 

三 総売上高又は事業収入に占める甲との間の取引高の割合 

四 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 

 

（旧契約の解除） 

第２６条 本契約の締結をもって、甲乙間で既に締結している労働者派遣に関する基

本契約（以下「旧契約」という。）を合意解除する。なお、旧契約に基

づき現在締結中の個別契約については、本契約の各条項を適用するもの

とする。 

 

（協議事項） 

第２７条 本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の条項の解釈に疑義が

生じた場合は、甲乙両者はその都度誠意をもって協議し、決定するもの

とする。 

 

（紛争の処理） 

第２８条 前条の協議によってもなお本契約の履行についての紛争が円満に解決で

きない場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として

紛争を処理するものとする。 



 

 

（特記事項） 

第２９条 本契約に定める事項以外の特記事項は別紙２に定めるとおりとする。 

 

 

上記契約締結の証として、本契約書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各１通を保有

する。 

 

 

年  月  日 

 

甲 ：東京都港区赤坂一丁目１２番３２号 

独立行政法人日本貿易振興機構 

総務部長  中里 浩之 

 

 

 

乙 ：  

 

 

 

 

（許可番号 派 -     ） 



 

 

別紙１ 

 

確認書 

 

 

私は、≪派遣元企業名≫との雇用契約に基づき独立行政法人日本貿易振興機構（以下

「ジェトロ」という。）で派遣就業するにあたり、下記の事項を遵守します。 

 

 

記 

 

１．ジェトロの行動憲章および倫理規程を遵守します。 

２．就業期間中に知り得たジェトロおよびジェトロの顧客についての情報（個人情報

を含む。以下「機密情報」という。）について、いかなる方法をもってしても、

開示、遺漏又は使用しないことを約束します。 

３．就業が終了した場合、機密情報が含まれる資料をジェトロの指示するところに従

い、返還又は廃棄します。 

４．就業を終了した後においても、機密情報を開示、遺漏又は使用しないことを約束 

します。 

 

以上 

 

 

 

日 付：     年  月  日 

 

 

氏 名：             

 

 

独立行政法人日本貿易振興機構 御中 

 



 

 

別紙 2（特記事項） 

１．談合等の不正行為に関する事項 

 

（談合等の不正行為による契約の解除） 

第１条  甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。 

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条若しくは第

６条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法

第８条第１項第一号、第二号の規定に違反したことにより、公正取引委員

会が乙に対し、独占禁止法第７条第１項の規定若しくは独占禁止法第８条

の２第１項の規定に基づく排除措置命令、又は独占禁止法第７条の２第１

項の規定若しくは独占禁止法第８条の３の規定に基づく課徴金の納付命令

を行い、当該排除命令又は納付命令が確定したとき。 

二 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１

項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

三 本契約に関し、乙（乙の代表者、丙または乙の他の所属者を含む。）に対

し、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条、

又は独占禁止法第８９条第１項、第９０条第１号、若しくは第９５条第１

項第１号、第３号に規定する刑が確定したとき。 

 

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出） 

第２条  乙は、前条第一号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の

各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 

一 独占禁止法第４９条の排除措置命令書 

二 独占禁止法第６２条第１項の課徴金納付命令書 

三 独占禁止法第７条の２第１８項又は第２１項の課徴金の納付を命じない旨

の通知文書 

 

（談合等の不正行為の場合の損害賠償等） 

第３条  乙が、本契約に関し、第１条各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約の

全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害

額を立証することを要することなく、乙は、本契約を通じて乙が受領する契約

金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）

の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指



 

 

定する期間内に支払わなければならない。 

  ２   前項の規定は、甲に生じた実際の損害額（直接の損害額に加え、甲がこれに代

わって本件委託業務を完了させ、又は瑕疵を修補するために要した費用《甲の

従業員又は甲が指定する第三者の人件費、実費その他。》及び甲が支出した見

舞金、訴訟費用、弁護士その他専門家にかかる費用、並びに支給済みの契約金

額、経費その他の費用を含むが、これに限られない。）が同項に規定する違約

金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償

金を請求することを妨げるものではない。 

  ３   乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わな

いときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、

年５パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならな

い。 

４   本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。 

 

２．反社会的勢力の排除に関する事項 

 

（反社会的勢力の定義） 

第１条  本特約において、反社会的勢力とは、現在、次の各号の一に該当する者、ない

し次の各号のいずれにも該当しなくなった日から５年間を経過しない者をいう

ものとする。 

一 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に定義される暴力団及びその関係団体。 

二 前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員。 

三 暴力団準構成員。 

四 暴力団関連企業。 

五 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集

団」などの団体又は個人。 

六 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な

要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人。 

七 その他、前各号に準ずる者。 

 

（表明及び保証） 

第２条   乙は、甲に対し、次の各号について表明し、保証する。 

一 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当し

ないこと。 



 

 

二 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会

的勢力でないこと。 

三 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力を代理人、媒介者、ない

し再受託者（再受託者の代理人、媒介者を含む。）としないこと。 

四 反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に経営に関与していると認め

られる関係を有しないこと。 

五 反社会的勢力を不当に利用し、または交際していると認められる関係を有

しないこと。 

六 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと、

及び、今後も行う予定がないこと。 

七 自ら又は第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わない

こと。 

イ 暴力的な要求行為。 

ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、ま

たは甲の業務を妨害する行為。 

ホ 前各号に準ずる行為。 

八 その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。 

 

（反社会的勢力関与の場合の契約の解除） 

第３条  甲は、乙が前条の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要すること

なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとする。 

 

（反社会的勢力関与の場合の損害賠償等） 

第４条  乙が第２条の規定に違反した場合には、甲が本契約の全部又は一部を解除する

か否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要す

ることなく、乙は、本契約を通じて乙が受領する契約金額（本契約締結後、契

約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当

する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た金額）を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

  ２  前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超え

る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求するこ

とを妨げるものではない。 

  ３  乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わな

いときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、



 

 

年５パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならな

い。 

４  本条の規定は、本契約の期間満了後も有効に存続するものとする。 

以上 

 


